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■ 講演の概要

1――本研究の目的

①多種多様な上下分離形態の把握

運輸部門4つのモード（鉄道，空港，

道路，港湾）の整備・運営形態を観察し

てみると，実に多種多様な上下分離形

態が見られる。各々の持つ特性を整理

し，横並びで分析・評価する．

②上下分離の効果を明瞭にする

どのようなメリットがあり，どのような

課題があるかを整理・分析し，今後の

運輸施設整備・運営・維持管理・保有

のあり方について考察を行う．

2――上下分離とは

2.1  上下分離の経緯

○1990年以前：各々の施設の整備や運

営は，公的機関が主な役割を担ってき

た．（ただし，鉄道の民鉄各社について

は，独自に整備・運営を行ってきたとい

う面では異なる点がある．）

○1990年以降：昭和末期から平成初期

にかけてバブル経済が崩壊し，社会経

済情勢が不安定になりだした1990年代

以降では，次の3つの問題がクローズア

ップされてきた．

○非効率な運営：効率化意識の不足，

内部非効率の蓄積

○サービスの硬直化：利用者不在の運

営，国際競争力の低下

○財政事情の悪化：財政難による投資

能力の低下

さらに，ネットワークの充実，ターミナ

ル機能の強化，混雑の緩和，利便性向

上など運輸施設に関する改善ニーズは

依然として高く，また，高齢化，ライフス

タイルの変化に伴い，従来にも増して，

そのニーズは多様化してきている．

そのような状況の中，引き続き運輸

施設を充実させ，国民の利便性を高め

るための“仕組み”が必要になってきた．

その改善策の一つとして，公的機関の

政策面での事業推進に民間企業が参画

するといった，官民パートナーシップに

よる整備・運営形態として“上下分離”

が注目されるようになってきた．

“上下分離”とは，施設の整備・保有

主体と運営主体を分離したものといえ

るが，その形態は，モード毎の違いや，

同一モード内においても極めて多種多

様である．

上下分離により共通して期待される

事項は以下の通り．

①効率的経営と良質なサービス提供：

市場・競争原理を取り入れ，民間企

業の柔軟な発想，創意工夫を生かし，

サービス向上を図る．

②整備の促進：

複数の事業主体が関与することによ

り，投資リスクの分担，軽減化が期待で

き，結果として施設整備の促進を図る

ことが可能となる．

③外部効果の内部化：

各事業のフロー効果により，間接的に

税収増が期待でき，それを原資として各

種支援措置の充実を図ることが可能と

なる．（受益の税を通じた還元）
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2.2  上下分離の仕組み

①整備・運営の役割分担

整備・運営の内訳を「運営」「維持管理」

「建設」「保有・債務償還」の役割ごとに整

理する．（公共と民間の関与の組合せ）

②資本償還の考え方

資本償還の基本的な考え方は，各事

業の収益性，社会性等より償還型及び公

設型の二つに分類される．

3――鉄道の上下分離

3.1  鉄道政策の中の上下分離

昭和62（1987）年に鉄道事業法が施

行され，この中で上下分離が正式に認

定されることとなった（第一種，第二種，

第三種鉄道事業者）．

運輸政策審議会答申19号（平成12年

8月）の中では，公的主体等がインフラを

整備，運行は運行事業者が行う上下分

離方式を検討する，と述べられ，その形

態として「償還型」「公設型」の二つの考

え方が示されている．また，続く同答申

20号（平成12年10月）の中では，上下分

離方式を有効な整備方式として検討す

べきである，として鉄道政策の基本方針

に位置付けられることとなった．

3.2  鉄道の上下分離事例

主な上下分離事例は次の通り．

個別の事例について紹介する．

①施設改良に併せた上下分離事例

山形新幹線の事例では，新幹線と在

来線の相互直通運転に併せ施設改良を

実施し，改良に伴う部分を分離する形

態となっている．その特色は，国，地方

自治体，鉄道事業者が出資する第三セ

クターが改良施設と新たに導入するミニ

新幹線の車両を保有し，運行事業者と

の間に貸付け契約を結んでいる．

②新線整備における上下分離事例

奈良県の京阪奈新線を紹介する．施設

整備・保有を奈良県，奈良市，生駒市等

の地方自治体及び民間会社が出資する

第三セクター：奈良生駒高速鉄道が担当

し，運行を近畿日本鉄道が行うものである．

第三セクターの関与する上下分離によ

る鉄道事業の公的助成策としては，京阪

奈新線整備事業に適用されたニュータ

ウン鉄道整備費補助（補助率：国，自治

体各18％，計36％）と地下高速鉄道整

備事業費補助（補助率：国，自治体各

35％，計70％）の二つがある．

③並行在来線の上下分離

整備新幹線の開通に伴い，JRより経

営分離され，地方の運営に委ねられる

並行在来線の事例として青い森鉄道整

備事業がある．同事業は，東北新幹

線：盛岡～八戸間開業（平成14年12月）

に伴い経営分離される在来線を上下分

離により，施設保有・管理を青森県，運

行を第三セクター：青い森鉄道が行うも

のである．同路線岩手県側は第三セク

ター：IGRいわて銀河鉄道が上下一体で

運行する計画となっており，両県とも鉄道

資産買取等の公的支援策を各々講じて

いる．

④経営難による上下分離の採用等

昭和63年開業の北神急行電鉄（兵庫

県）は，需要の伸び悩み，業績低迷によ

り平成13年に経営難に陥り，翌平成14

年，第一種事業者を廃業，自らは第二

種事業者として運行再開（資産を神戸

高速鉄道に譲渡，同社が第三種事業者

となった）することとなった．

また，明治・大正時代の開業以来長

い歴史を持つ上毛・上信鉄道（群馬県）

は，長期的な旅客減少傾向の中，国に

よる欠損補助の交付により事業を継続

していた．平成9年欠損補助金の打ち切

りが決定（運輸省）され，翌年より鉄道維

持の枠組構築の必要に迫られる中，地

元自治体の手厚い支援策により事業者

負担ゼロのもと運行が継続されている

（群馬型上下分離方式：経営組織は一

体のまま上下分離の成果を実現）．

⑤オープンアクセス政策による上下分

離等

欧州ではイコールフッティングという競争

基盤の平等化理念のもと，1991年EU諸

国の共通鉄道政策（EU指令91/440）とし

て，上下分離とオープンアクセスを新たな

鉄道経営の基本方針としている．また，米

国においても整備・運営に関しては上下

分離による組織の分離が行われている．

3.3  国際比較

諸外国は，整備・保有，運行の分離が

主流である．総じて，上下分離の基本的

な考え方は，公的機関のインフラへの関

上下一体 
（公的主体） 

上下分離 
（上物：民間） 
（下物：国、公 
　団、三セク、 
　民間） 

保　有 
債務償還 建　設 維持管理 運　営 

上下一体 
（民営化） 

公的主体 
民間企業 

許認可 

管理権限委任 

管理権限委任 

管理権限委任 

管理権限委任 

契約（建設、管理、リース等） 

契約（管理、リース等） 

契約（リース等） 

国
の
関
与 

■図―1 整備・運営の役割分担
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■図―2 資本償還の考え方
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■図―3 わが国鉄道の上下分離事例
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■図―4 欧米鉄道の整備・運営主体
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与と，運行の民営化による事業の活性

化が目的であるといえる．

4――空港の上下分離

4.1  空港政策の動向

第7次空港整備5ヵ年計画となる航空

審議会答申24号（平成8年12月）の中で，

拠点空港の整備を最優先課題とし，関

西国際空港2期事業，中部国際空港及び

首都圏空港の整備が明記され，運輸政

策審議会答申20号（平成12年10月）で

は，首都圏空港容量の拡大，国際競争

力の向上が方針付けられている．

また，平成13年9月に国土交通省航空

局で出された試案「国際拠点空港の整備

及び管理運営に関する経営形態の見直

しについて」の中で，空港整備，管理運営

の基本的考え方として上下分離が挙げら

れており，上物法人（管理運営）の民営化

と下物法人（整備・保全機能，改良，騒

音対策等）の公的法人化が検討されてい

る．これについては，引き続き，次の空港

整備計画を検討している交通政策審議

会航空分科会の中で議論がされており，

年内に最終答申がされる予定である．

・世界の空港運営の変遷

1990年代以前は，空港は単なる移動

の通過点であった．それが1990年代以

降，空港の運営主体は各々運営の効率

化を追及するようになる．その手段の一

つとして，着陸料収入以外の非航空収入

の増大を図り（商業小売業部門の拡充），

利用料の値下げ，エアラインの誘致など

空港ポテンシャルの増大，競争力の強化

に取組む動きがみられるようになった．そ

の代表例として英国航空会社（BAA）の

取組みが挙げられる（1987年国営空港

から民営空港に変更）．

4.2  わが国の空港運営

わが国空港運営の特徴は，航空機と

の乗降境界で線引きがされ，滑走路，管

制塔，エプロン等の“エアサイド”と，ター

ミナルビル，店舗，駐車場等といった“ラ

ンドサイド”で運営が分離されていること

である．これを第一種・第二種・第三種

空港ごとにみてみると，新東京国際空港，

関西国際空港，中部国際空港（事業中）

については一体整備・運営がされてい

るものの，その他の空港は，エアサイドは

国・地方自治体，ランドサイドは第三セク

ターが主体となっている（羽田のみラン

ドサイドは民間企業）．わが国空港運営

形態の課題の一つとして，運営主体の分

離により収益構造がリンクしておらず，ラ

ンドサイドの高収益（多くの組織で利益

を計上）をエアサイドに反映できないシス

テムとなっていることが指摘できる．

①関西国際空港第二期事業

関西国際空港第二期事業の特色は，

整備主体を施設整備（上物）と用地造成

（下物）とに組織分離していることであり，

各々国，地方自治体，民間企業が出資

する第三セクターの形態となっているこ

とである（用地造成については民間の出

資は無い）．そして両者間で貸付け契約

が結ばれ，使用料収受による上下分離

関係が成立している．

②中部国際空港

上下分離の事例ではないが，わが国

空港整備の今後を考える上で，一つの

方向性を示す事業とも受け取れる例と

して中部国際空港が挙げられる．同整

備事業の特色は，事業主体への民間か

らの資本金出資率が50％（関空は33％）

であり，従来に比べより民間色の強い組

織となっている．出資企業として，国内外

でも優良企業として評価されるトヨタが

参画しており，コスト管理の徹底，効率化

追及，顧客ニーズの経営へのフィードバ

ック等が今後期待される．

4.3  国際比較

諸外国は一体整備・運営が主流であ

り，特にアジア地域の空港整備には競

争力強化に向けて国が大きく関与してい

る．また，民営化された空港をみると，公

的機関による整備後に組織変更を図り，

株式上場及び長期リースの形態で民営

化を実施している．

5――道路の上下分離

5.1  道路政策の動向

特殊法人改革の一環として，高速自動

車国道の整備のあり方検討委員会が平

成13年10月に発足し，民営化に向けた

整備のあり方，整備効果と必要性，手

法，償還計画の前提等について議論が

なされている．同年11月には，日本道路

公団は一体のままで民営化，株式会社

とする旨が中間報告の中で述べられて

いる．また，道路行政改革の基本的な方

向を議論する目的で平成14年3月に社会

資本整備審議会道路分科会基本政策部

会が発足し，「道路は最も身近で基礎的

な社会共通基盤である」との認識のもと，

わが国道路政策全般における基本方針

について議論が行われ，平成14年8月に

同部会の中間報告の中で，有料道路制

度の見直しの方向として，採算性，公的

負担のあり方についての検討実施，弾

力的な料金施策の導入（一律料金の見

直し）等が示されている．さらに，平成14

年7月に発足した道路四公団民営化推進

委員会では，経営の効率性向上，サー

ビスの多様化，国民負担の軽減を目的

に，組織形態のあり方，料金・償還期間

の考え方について詳細な検討，議論が

助成（運行） 
欧州 

公的助成 日本 

公的助成 

助成（三ｾｸ） 

助成（運行） アメリカ 

国の関与 
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保　有 建　設 維持管理 
運　営 
（運行） 

国　名 

許認可 

公的主体 
民間企業 

民間企業 第三ｾｸﾀｰ 

民間企業 

公営会社（東京、横浜等）、特殊法人（営団） 

国、特殊会社 国、特殊会社 

民間企業 民間企業（実態はさらに細分化） 

公社 民間企業（貨物鉄道9社） 

■図―5 事業主体の役割分担
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助成（地方） 
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保　有 建　設 維持管理 運　営 国　名 

公的助成 
日本 
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民間会社 

特殊会社 特殊会社（造成）：民間資本無し 

ランドサイド事業者：三セク、民間（羽田） 

エアサイド事業者：国、地方自治体 
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■図―6 事業主体の役割分担



行われている．同委員会では年内に最

終答申を取りまとめ，具体性，実行性の

ある政策提言を行う予定となっている．

5.2  道路整備，運営・管理の現状

主要国の高速道路有料制の採用状況

（1995年実態）は以下の通り．

わが国の高速道路は総て有料制を採

用，その他イタリア，フランスで有料制の

採用割合が高く，アメリカでは10％以下，

ドイツ，イギリスでは原則無料となってい

る（但し，ドイツでは国外の貨物車両に

ついてのみ通行料金を徴収している）．

次にわが国高速道路関連予算につい

て日本道路公団の予算内訳の実情を見

てみる．以下に示すのが平成10年度の収

支状況であり，収入では料金収入が全体

の44％，財投資金が35％を占めている．支

出については建設費が26％と全体の4分

の1であるのに比べ，元金償還金及び支

払利息が61％と全体の6割強となっている．

このことから，借入金の負担が収支に対し

て極めて大きな影響を与えているといえる．

①わが国の道路整備，管理・運営状況

計画策定は国，地方自治体が主体，建

設・保有・維持管理は公団，公社が主体

となっている．国，地方自治体は公的支援

と監督の役割も担っている．特徴としては，

財政投融資資金により建設し，料金収入

により維持・管理，借入金償還を行うこと

を原則としている．国費（特定財源）の投

入率は45年平均で13.3%である．

②欧米の道路整備，管理・運営状況

計画策定，保有主体は各国とも国及

び国の関連機関が担当している．有料

化の割合の高いイタリア，フランスの場合

は，特殊・公益法人やコンセッション方式

※により特定された民間企業が建設，維

持管理を分担している（※コンセッション：

公共施設の供給について一定期間特定

の会社に業務を委任する行政行為）．

5.3  国際比較

有料道路事業におけるわが国と欧米

各国との違いは，わが国が国，地方自治

体による計画策定，公的助成の関与を

受けつつ運営から保有までを公団・公

社が一体組織として担当しているのに比

べ，イタリア，フランスでは，建設，運営・

維持管理と保有とで異なる組織が関与

しており，実態として上下分離が行われ

ているといえる．また，イタリアでは特許

会社の収支が通行料だけでは均衡しな

い場合，補助金を受けることができる仕

組みなどが用意されている．

6――港湾の上下分離

6.1  港湾政策の動向

港湾審議会答申第39号（平成8年10

月）の中で，効率的な港湾の管理運営（第

三セクター等の活用），入出港手続きの簡

素化，情報化の促進が基本方針として位

置付けられている．また，港湾整備・管理

のあり方について出された港湾審議会答

申（平成11年12月）では，財政負担率を

見直し重要度の高い施設に重点的な投

資を実施することとして，従来の港湾整備

方式である公共，公社方式に加え新方式

が整備メニューとして加えられた（その後

平成12年にはPFI方式が定められる）．さ

らに，運輸施策審議会答申20号（平成12

年10月）では，港湾の24時間フルオープン

化など具体的な施策が提言されている．

・わが国港湾事業の現状と課題

アジア地域のコンテナ取扱量の推移

をみると，ここ20年程の間に，周辺諸国

の飛躍的な伸びに比べ，わが国は取扱

量そのものは増加はしているものの，他

国に比べ大きく立ち遅れてしまっており，

港湾マーケットにおける相対的な重要

性・競争力の低下が顕著になってきてい

る．その原因としては，港湾サービス水

準が低い，利用料金が高い，運営にお

ける企業性の不足，などが挙げられ，そ

の改善は極めて重要な課題となってい

る．その改善策としては，手続き簡略化

によるワンストップサービスの実現，コス

ト競争力の強化，民間ターミナルオペレ

ーターの導入など港湾事業をいかに活
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※統計とグラフでみる高速道路（平成10年版）

■図―7 高速道路有料制の採用状況
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※「統計とグラフで見る高速道路」（平成10年版） 

■図―8 高速道路関連予算の概要
（日本道路公団　平成10年度予算）
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■図―9 道路の分類と役割分担（日本）
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■図―10 道路の分類と役割分担（欧米各国）
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■図―11 有料道路の事業主体



性化させるかに懸かっている．

・わが国港湾施設の整備・管理運営方式

従来の港湾施設の整備・管理運営方

式としては，不特定多数の港運業者の利

用を対象とした公共方式および特定業者

への専用使用を前提とした公社方式が

ある．さらに，メリハリのある港湾整備，効

率的な港湾運営を図るため，新たな整備

手法が創設されることとなった（平成10年

度より新方式，平成12年度よりPFI方式が

創設）．特にPFI方式では，港湾施設整

備・管理運営に民間企業の参入を可能

とし，市場原理導入による効率化，利用

料金低廉化，サービス向上が期待できる

こととなった．

6.2  港湾整備，運営・管理の現状

管理主体（港湾管理者）は国，地方自

治体，公団など公的機関が，コンテナタ

ーミナルの運営主体は多くが民間企業と

なっている．整備主体については，岸壁，

ヤード（下物）の整備は公的機関が，荷

役施設・上屋，ガントリークレーン，舗装

（上物）は民間企業が各々分担している

ケースが多く，それらの施設境界で上下

分離されていることがわかる．わが国港

湾では，PFI事業により整備された常陸

那珂港，ひびきコンテナヤードが公的主

体と民間主体（第三セクター）とに整備，

管理・運営主体が分離しており，上下分

離関係にあるといえる．

①ひびきコンテナヤード（北九州市）

わが国初の外資参入（PSA：シンガ

ポール）による港湾整備の事例として，

北九州市ひびきコンテナヤード整備事

業が挙げられる．同事業は平成15

（2003）年の第一期整備地区の供用に

向けてPFI方式により事業が進捗中であ

り，その特徴は，港湾運営の効率化，競

争力の強化を前面に打出し，PFI事業者

として港湾運営に多くの実績，ノウハウ

を持つ外資系企業PSAの参画を図った

ことである（運営会社の出資比率は，

PSA60％，国内港運業者30％，北九州

市10％）．港湾の低迷が続く中，同事業

はわが国港湾運営の今後を占う上で大

きな試金石になるものと期待されている．

②シンガポール港（シンガポール）

港湾運営民営化の先駆けの事例とし

てシンガポール港がある．同港は1997年

公団から民間組織（PSA）に改組を実施

するとともに，その運営ノウハウを基に，タ

ーミナルオペレーターとして欧州・アジア

等他国への進出を図っている．

③ハンブルク港（ドイツ）

欧州港湾整備の特徴として，地方自治

体による港湾整備が多いことが挙げられ

る．ドイツのハンブルク港では港湾管理

者であるハンブルク市が岸壁，ヤード等

の下物の整備主体となり，上物主体とし

てHHLA，EUROGATE，TCT，UCTの

民間4社が参画（30年のリース契約）し，

ここでも上下分離関係がみられる．

6.3  国際比較

岸壁，ヤード等の整備と，上物施設，

オペレーションとで主体が異なり，前者

は公的機関が，後者は運営ノウハウを備

えた民間企業が分担する形態が主流と

なっている．アジアでは国策として国の

関与が大きいのが特徴で，欧州では地

方自治体が港湾管理者となっている例

が多い．また，両者ともオペレーションは

民間企業による一括運営が行われてい

る．わが国では，PFI方式の創設により

オペレーションの一元化，効率的運営が

可能となり，今後，戦略的港湾運営の展

開が期待される．

7――上下分離の効果

7.1  モード毎の特性

①鉄道

欧州ではオープンアクセスを指向し

た分離政策が採られ，わが国は民間形

態での限界から，鉄道事業への公的機

関関与による事業推進の目的から上下

分離が採用されている．

②空港

空港整備の潮流として，競争力の強

化，公側の財政負担軽減を目的に一体

民営化の動きがみられる．特にアジア諸

国は戦略的な空港整備を展開している．

③道路

地域特性，社会性，経済性を考慮し，

公民の運営・管理する有料道路が混在

している．但し，保有については国及び

公的機関がその役割を担っている．

④港湾

岸壁等のインフラ施設は公側で分担，

サービス向上に資するオペレーティング

と関連施設は民間で分担．

7.2  上下分離の利害得失

モード毎の上下分離及び上下一体の

利害得失について，現時点の整理を行

う．基本的には，上下一体の場合，整

備・運営リスクが高く，分離した場合は

リスク分散により事業主体個々の負担

を軽減し，結果，整備促進が期待でき

る点は総てのモードについていえる．し

かしながら，各施設が置かれている現

状や周辺事情により，利害得失の何を

優先するのか，によってその方向が異な

ってくるものと考えられる．
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■図―12 港湾の事業主体
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■図―13 形態別の利害得失



①鉄道

将来の輸送人員の伸びが大きく期待

できない現状において，混雑緩和，利便

性向上という命題に対し，その責務を民

鉄各社が背負うことは負荷の大きな問題

であるといえる．効率化・サービス水準

は維持しつつ，整備の促進を図ることが

重要であり，その手段として上下分離を

有効に活用する方向があると考える．

②空港

関連事業としての商業展開に収益向

上を図る魅力が高く，経営主体の効率

化・サービス向上意識のもと，経営イン

センティブが最も働き易い条件にあると

考えられる．世界の空港整備の潮流と

しては，一体民営化の方向に向かって

いるのではないかと考える．

③道路

現在盛んに議論が交わされ，その方

向が大きな話題となっている．このような

状況の中，先述の「道路は最も身近で基

礎的な社会共通基盤である」ということ

を認識しておく必要がある．そしてその

方向は，各路線が持つ極めて多様な条

件をそれぞれ満たしていく必要があり，

上下分離・一体の手法を適宜状況に応

じて適用することが重要である．結果的

に各々の形態が有り得ると考える．

④港湾

効率化・サービス向上や競争力強化を

図っていく上では，公側支援のもと運営ノ

ウハウを備えた民間企業との協力関係を

築いていくことが必要である．その意味で

は上下分離の方向に向いているといえる．

■ コメントの概要（杉山武彦教授）

1――上下分離の内容と性格

交通社会資本のサービス供給におい

て，インフラつまり下部構造と，実際の運

営，サービスの提供といった上部構造，

このような上部と下部を分離するという

表現での上下分離が基本である．

さらに，サービス供給システムを構築

する諸要素について，建設，維持管理，

オペレーション，財務管理等について

別々の主体を当てはめていく概念が広

義の上下分離の考え方であろう．

また，意思決定の権限をどうするかに

よって，上下分離と表現したりしなかっ

たりというケースが出てくるのではない

か．今後は言葉（概念）の整理を一度し

ておく必要があるものと考える．

2――上下分離の意義と目的

上下分離の意義と目的として，以下の

項目が挙げられる．

・巨額の資金調達とリスク管理

・収支プール

・オープンアクセス

・その他

巨額の資金調達とリスク管理につい

ては鉄道建設公団及びその後の第三セ

クターのケースであり，また，収支プー

ルについては，新幹線保有機構の例に

みられる収益調整という性格を持つも

のである．

もう一つは，オープンアクセスの概念

にみられる上下分離によって上部構造

に競争原理を導入し，競争促進による

市場構造の改善といったものを目的とす

るタイプである．

そして，上下分離というのは，極論すれ

ば，公的支援をしやすくするための体制

を創る，そのことが目的とも考えられる．

3――上下分離の評価

①個別主体からの評価とシステムとして

の良否

上下分離によりリスクを分担（分散）し

た場合，個々の主体のリスクは軽減でき

るが，システムとして従前従後の総リスク

がどうか，の評価が必要である．

②個別施設とネットワーク施設

ネットワーク構成施設に個別に上下分

離を適用した場合（分離・一体の混在），

ネットワーク機能に問題が生じないか，

どう評価するかも重要である．

③モード特性

鉄道の場合，レールと運営を切り離す

場合などに安全管理等に全く問題がな

いか，航空ではどうか，道路ではどうか，

というモード毎の評価があり，それが現

実の問題として意思決定する場合に関

連してくるのではないか．

④整備の現状

建設から管理の段階に移ったといわ

れる現在，施設整備の状況が実際どこ

まで進捗しているのか，どのくらい残っ

ているのか，によっても上下分離適用の

是非が判断される．

⑤財務状況

上下分離対象主体の財務状況がどれ

くらい深刻であるか，も上下分離適用の

際の要素として重要である．

4――上下分離と民営化の関わり

英語でいうPrivatizationは民営化と

訳される．

欧米の文献の中でのPrivatizationの

説明は，公社・公団を民営企業形態に変

えるという意味だけでなく，民間資金の

導入，民間へのアウトソーシング，市場構

造の中に民間主体の競争的要素を導入

するといった意味もあり，サービスの供給

システムに何等かの民間的要素を取り込

むこと全てを民営化と説明している．

また，鉄道の場合，一般的には以前

から民有民営でやってきた．そこへ上下

分離がでてきた．この場合は一般的な

民営化とは逆の考え方とも受け取ること

ができる．上下分離というのは決して民

営化とイコールではなく，ある場合は公

営化ということでもある．

5――交通社会資本の供給システム改革

わが国では，特殊法人改革の手法の

一つとして上下分離が取り上げられている

が，その理由は，交通社会資本サービス

の持つ特性への配慮があるものと考えら

れる．サービス提供により期待される外部

効果を考えると，効率性という評価だけで
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なく，公共性，社会性という視点も重要に

なってくる．つまり，組織の形態や責任，役

割分担が改革のコアだと考えると，様 な々

手当てを補完的に考えなければならない．

そして，新しい組織のあり方を議論す

る際，課税措置の考え方や，新組織が

野放図な投資をしない，またそれを守ら

せるために拒否権を付与したり，新規整

備は国との契約で進めるといった補完

的な施策も考えていかなければならな

い．そして，それらを実行していく際に

は，世の中に対して解りやすく，何が良

くなって，何が変わったのかを説明する

ことが大切であるが，現時点では未だ

十分ではないと私は考えている．

そのためにも上下分離の利害得失をも

う一段踏み込んで議論する必要があるも

のと考える．

■コメントの概要（家田仁教授）

1――なぜ上下分離か？

なぜ上下分離か，の中でも重要なの

は，異なる時間テンポとリスクの混在では

ないかと考える．土木的視点では100年

150年スパンでものを考える．ところが，

車両は10年程度で更新時期が来る．自

動車は5年程度，営業的視点では来年ど

うするかが最大の懸案事項である．この

ように時間テンポが違うものを同じシステ

ムの中で組み合わせて最適化しなけれ

ばならない．そのためにどうあるべきか，

という視点を持つことが重要である．

次に，アフォーダブルな交通サービスを

提供することが重要になってくる．採算性

が厳しいことが前提になる場合，都市の

装置論として対策を考えなくてはならな

い．例えば，都市モノレールは，道路の一

環として整備されるが，道路機能の補完

や渋滞緩和の効果だけでは説明できな

い．それ以外の様々な役割を道路側は

公共交通に与えている．それは都市の装

置としての理念があるがためである．

次は，既存ストックを使いながら，ミッ

シングリンクを形成していくというニーズ

がある．オペレーションのシームレス化は

大事なニーズである．東京臨海高速鉄

道の例では，埼京線が東京臨海高速を

通り京葉線に繋がる予定であったが，

事業者が異なるため運賃収受の問題か

ら（物理的には可能であるにも拘わらず）

新木場で相互直通ができないという運

営形態になっている．一方，物理的には

全く同じ条件下にある大阪の片福連絡

線の方は，完全にスルーで運行できる．

これは上下分離しているからだといえ

る．このように，ネットワークのニーズから

みた上下分離という考え方もある．

また，異なる会社が運行する既設路

線間に新線を整備するケースにおいて，

一方は根元効果によって需要が高まる

が，もう一方は需要減となるケースも考

えられる．接続に関する思惑が両者間

で異なり，そのようなケースの場合，まず

実現出来なくなってしまう．実現できなけ

れば，それは社会の損失である．上手

くプラスを吸い上げマイナスに入れ込む

ことが必要となり，その便法として上下

分離の適用もあり得ると考える．

2――いくつかの論点

①上下の定義の非一意性

物理的な分離をした場合の下部の空

間の限定性も大変興味深い話題である

といえる．

②上と下の技術的整合性

上と下を分けると事故が起きるという

意見がある．しかしながら，違う会社だ

と事故が起きて，同じ会社だと何故事故

が起こらないのか？たとえ組織が異なっ

ても，上下間で十分な意思の確認，約束

事の取り決めと運用が行われれば問題

は無いものと考える．

ただし，一つ検討事項がある．従来の

鉄道のような一体的な運営の場合，車両

も線路も同時に検討されるから無駄のな

い設計が可能となる．道路のようにインフ

ラと車両が分離していると，多様な車両

への対応のためインフラも少し余裕を持

って造ることになる．また，自動車もどんな

状態の道路を通るか判らないので余裕

を持って作る．全体的には無駄（＝余裕

と融通性）が生じる恐れがないではない．

③「下」の使用料決定の論理

下の使用料決定の論理は決して一意

的なものではないと考えられる．現状で

も，受益の範囲内で線路使用料を払う，

アボイダブルコストを払う，外からは見え

にくい関係者の交渉によって払う，など

という場合がある．要するにどうにでも

なるともいえる．どうとでもなるものを，い

かに説得力をもたせ，最初の段階で取

り決めておくかが大変重要である．

④上下の政策的整合化が重要な領域

道路はバス停等を道路関連施設とし

て整備する施策をここ何年か模索してい

る．ところがバス事業者は規制緩和によ

りどこを走っても，走らなくてもよくなって

きた．全然整合していない．日本のバス

停は情けないほどシャビーな状態にある

が，道路サイドでせっかく良いバス停を

用意できるようになっても，今度はバスが

運行されるかどうか判らない．下の政策

と上の政策の整合性を確保する，あるい

は接点を求めることが必要と考える．

⑤「下」の政策的妥当性と効率性確保

の方法論

下が政策的な決定をするとき（新しい

路線の整備等）に，妥当な解を得られる

かどうか，評価のシステムやその社会的

な合意形成のシステムを決定し，それを

オープンにしておくことが重要である．

最後に，次の点を指摘しておきたい．

上下分離という政策は，決して財務的に

有利かどうかの議論だけでなく，環境改

善効果を上手に内部化できるなど，多様

な効果を持つものと考えられる．わが国

は現在未曾有の財務危機にあるのは間

違いない（国だけでなく地方も含めて）．

しかし，より重要で深刻な問題は地球環

境対策の問題である．財務的な視点か

らの議論だけでなく，日本でいま環境負
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荷を軽減するためにはどうすればよい

か，そのためにいかに上下分離は寄与

できるか，といった視点からの取り組み，

議論が必要である．

■質疑応答

参加者全員による討議において，以

下の意見，質疑応答が行われた．

O1 道路の民営化議論では，民営化す

る会社への条件提示が大事である．

英国では，しっかりとしたデュエル

ゲーションによりナショナルコーチカン

パニーが成功した例がある．しかし，

地域バスでは，運行会社に好きな路

線を割り当てしまったためにうまくいか

なかった．空港では，付帯事業（商業）

の実施が有効であるが，高速道路で

はどうであろうか．確かに利益の内部

化は必要であると考えられるが，道路

上にショッピングセンターを創ることは

はたして良いのかどうか，社会的な側

面にも配慮しながら慎重に議論すべ

き問題であると考える．

Q1 コメントの中で上下分離の利害得

失を評価する視点として，システムの

良否を確認する必要があることが挙

げられたが，港湾の議論では公共の

施設の上に，民間が利潤を得る場所

を提供することを疑問視する意見も

ある．どこまで可能であると考えるべ

きか．

A1 民営化を果たすといっても，もとも

とが交通社会資本整備を対象として

いるので完全に民営化を図ることに

は難しい面もある．民間の参入に関

しては，採算性の有無がその条件に

なると考えられるが，それだけでなく

社会的に必要であるという議論もある

わけで，それらについては国や地方

が役割を担っていく必要がある．採算

性，効率性，社会性といったニーズを

全体としてどのようにシステムに取り込

み構築していくのか，という視点が大

変重要である．また，民間が交通社会

資本整備に参画し，その運営のため

に必要な場所を提供することについ

ては，利用の公平性を確保するという

前提のもと公的責務のひとつとして考

えられるのではないか．

Q2 外国の事例で，事業主体が上場す

るかしないかの議論について詳しく

知りたい．民営化しないで上下分離

している例など，それぞれの主体はど

のような考えのもと組織形態を決めて

いるのか．

A2 鉄道を例にすると，ヨーロッパでは，

91年EU指令の元，上下分離の方針が

出て，各国は上下の主体を分離する

取り組みを行ってきた．現在は，各主

体の組織形態を公から民へ移行する

ステップを踏んでいるところであるとい

える．現状はその途中経過である．

Q3 外部効果の内部化，環境問題の内

部化について具体的に教えてほしい．

A3 外部効果の内部化としては，周辺

へのフロー効果によって税収が増加

し，結果としてそれらの収入が公的助

成の財源として活用できる，といった

ことが挙げられる．

A3 例えば，スウェーデンの上下分離を

視察したときに，随分早くから学術用

語の「限界費用」という言葉が実務の

中でも使われ，その中には直接費用

だけでなく，CO2，NOxのコストを算出

し，どの分野のモードにも負担を求め

るといった計算がされている．そして，

そのために固定費分の負担からオペ

レ－タを解放するために上下分離政

策を実施するということが進められて

いる．上下分離というのは，環境問題

のある領域については，それを上手

く運用することに十分に資するもので

はないか，と直感している．

Q4 しかし，上下分離ではなく一体化

していても可能なのではないか．

A4 固定費負担の相対的な重さが同一

であればそのとおりだが，現実には異

なり，例えばモーダルシフトのようなこ

とを考える場合は，限界費用型の論

理になると考えられる．

Q5 空港の上下分離に関して，一般財

源を入れるよう財務省に働きかけた

が，他のビジネスチャンスがあるとい

う理由で，受け入れてもらえない．空

港に他のビジネスチャンスを入れるこ

とは国際的な流れだろうといわれてい

る．近年の成田，関西，中部等の新空

港では一体的な組織形態が採用さ

れ，収益性の低い下物に，そのような

面で有利な（おいしい）上物を取り込

むようになっている．そうなると，上下

分離は有利な条件を取り込む上で逆

行しているのではないかと感じてい

る．どう考えたらよいか．一体の方が

利潤を取り入れやすい（内部化しや

すい）と考えるが．

A5 そういった考え方もあるものと理解で

きるが，一方では，例えば，上が頑張

ろうにも下の経営がぐらついている等の

問題があって，それを安定させるため

にも上下分離の形態を採用するケース

もあるのではないか．総ての空港にお

いて一体化が適切かどうかについては

議論の余地があるように感じている．

（とりまとめ：運輸政策研究所　仁賀木康之）
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